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せ い ね ん こ う け ん せ い ど

成年後見制度とは・・・・
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方に
対して権利を守る援助者（成年後見人など）を選ぶことで、法律的に支援する制度です。

具体的にどんな制度なの？

財産の管理

協議をする時

契約をする時
保護
と
支援

任意後見制度将来、判断が難しく
なった場合に備える
なら 判断能力が低下した場合に備えて、ご本人が公証役場であらか

じめ代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。

法定後見制度判断力が不十分に
なってからの場合は

家庭裁判所によって後見人が選ばれます。判断能力に応じて
３つの制度があります。

本人の状況によって様々な方法があります。制度によって保護、支援内容も
違ってきます。まずは、気軽にご相談ください。
岐阜市地域包括支援センター長森 058-245-2855

判断能力が不十分だと左図のよう
に自分で行うことが難しい場合が
あります。自分に不利益であって
もよく判断できずに契約してしまう
ことも考えられます。このような
方々を保護し、支援するのが成年
後見制度です。

こうけん

後見・・・常に判断能力が欠けている方

保佐・・・判断能力が著しく不十分な方

補助・・・判断能力が不十分な方

ほ さ

ほ じょ

成年後見制度は大きく分けると任意後見制度、法定後見制度の2つの制度があります

（参考資料 家庭裁判所、法務省民事局より）



（長森ふれあいバス）

東興町

（岐阜バス）

（岐阜バス）

宝来町

〒５００－８１２７ 岐阜市塩町２丁目３２

http://www.gifuroujin.or.jp/chikihoukatsu

訪問･来所・電話などによる相談の受付

月曜日～土曜日（祝日・年末年始を除く）
開所時間 午前９時～午後５時

※ 開所時間外の緊急時の相談は転送電話で対応します。

岐阜バス 東興町 下車徒歩１０分
長森ふれあいバス 宝来町 下車徒歩５分

交通のご案内

「保険料の還付金がある」「新型コロナウイルス感染症関連の還付金が
ある」、「医療費の払い戻しがある」などと偽り、ATMに誘導し、お金を振
り込ませようとする「還付金詐欺」が、高齢者を狙って多発しています。

市役所や警察などの公的機関や金融機関がこのような連絡をすること
はありません。そのような電話があった場合には、すぐに返事をせず、家
族や近隣の人に相談したり、警察や消費者センターに連絡するなど冷静
に行動してください。

ホームページ

岐阜市地域包括支援センター長森だより ～いつまでも住み慣れたこの街で・・・～ 令和4年3月〔2〕

岐阜市地域包括支援センター長森

①検索してアクセスする

検索

②ＱＲコードで
アクセスする

視聴方法などご不明な点は
包括支援センター長森までお問合せください。

岐阜市包括支援センター長森より、介護予防についての動画を配信しています。
今回のテーマは「フレイル③身体活動編」です。「フレイル①フレイルについて」、「フレイル②
栄養」も併せて、ぜひご覧ください。

情報発信動画のお知らせ

「還付金」や「払い戻し」などを利用した詐欺にご注意を

岐阜市消費生活センター 058-214-2666

平日の午前８時４５分から午後５時３０分（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み）

岐阜市役所新庁舎2階（司町40番地1）
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